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   ５月分学校徴収金の口座振替等について 

 

 平素は、本校の教育活動の推進にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。 

 さて、５月分の学校徴収金（生徒費、積立金、ＰＴＡ会費）の口座振替等について、次のとおり

実施いたします。 

つきましては、口座振替での納入の方は、「池田泉州銀行 上新庄支店」のご登録口座から口座

振替ができますよう前日までに通帳残高の確認をお願いします。 

また、現金での納入の方は、期限までに事務室へ納入してください。 
 

記 
 
１ ５月分口座振替日（口座振替での納入の方） 
 

令和２年５月２６日（火） 

 

２ ５月分納入期限（現金での納入の方） 
 

令和２年６月１０日（水） 

 

３ ５月分振替金額 （現金での納入の方は、「納入通知書」をご覧ください。） 
 

 １ 年 生 ２ 年 生 ３ 年 生 

生 徒 費 ５，０００円    ６，５００円  

積 立 金  １，０００円    ６，０００円     

ＰＴＡ会費   ６００円  ６００円  １，４００円  

手 数 料 １１円  １１円  １１円  

合   計 ６，６１１円  ６，６１１円  ７，９１１円  

 

４ そ の 他 
 

(1)  口座振替に際しては、１１円の口座振替手数料がかかりますので合わせてご用意を 

 お願いします。 
 

(2)  生活保護法における教育扶助を受給されている方は、生徒費の納入金額が異なります。 

詳しくは、４月８日付で配付しました「月別納入一覧表」をご覧ください。 
 

(3)  学校給食費については、４月３日付でお知らせしましたとおり、保護者の経済的負担 

 軽減等の観点から、緊急的な措置として、令和２年度に限りすべての生徒について、 

徴収しないことになっています。 
 

(4)  就学援助の申請は、学校休業期間中でも受付を行っています。提出期限までに申請書類 

等の提出をお願いします。（紛失等で申請書が必要な方は、学校までご連絡ください。） 

〇一般２申請（書類審査）提出期限   令和２年６月３０日（火） 


